
渋谷区ブロック塀等耐震診断コンサルタント派遣要綱 

 

令和元年 ９月１８日 制  定 

令和３年 ３月 ９日 一部改正 

令和５年 ４月 １日 一部改正 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ブロック塀等の耐震化を推進し、ブロック塀等の倒壊による人的被害を防

止するため、耐震診断コンサルタントを派遣することについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀、組積造（れんが塀、石積塀等）の塀、そ

の他これらに類する塀（塀に付随する門柱、基礎、一部に土留め（道路面からの高さがおお

むね 50㎝以下のもの）を兼ねるものを含む。）をいう。 

（２）耐震診断コンサルタント 渋谷区木造住宅耐震診断コンサルタント派遣要綱（平成９年２

月 24 日区長決裁）において耐震診断コンサルタントとして登録されている者のことをいう。 

（３）耐震診断 耐震診断コンサルタントが、ブロック塀等の地震に対する安全性を評価する  

ことをいう。 

 

（区長の責務） 

第３条 区長は、耐震診断コンサルタント（以下「コンサルタント」という。）の活動を把握し、

事業の適正な運営に努めるものとする。 

 

（コンサルタントの責務） 

第４条 コンサルタントは、区から派遣されるコンサルタントであることを自覚し、区民が安心

して耐震診断を利用できるよう、誠意をもって良心的に業務に当たらなければならない。 

２ コンサルタントは、業務実施に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。 

（１）区民等から金銭又は物品を受領すること。 

（２）営業活動を行うこと。 

（３）耐震診断で知り得た情報を漏らすこと。 

（４）コンサルタントの立場を利用し、自己の利益又は特定の者の利益となる行為を行うこと。 

（５）区又は区民に対し違法又は不当な要求を行うこと。 

 

（耐震診断対象物） 

第５条 耐震診断の対象となるブロック塀等（以下「耐震診断対象ブロック塀等」という。）は、

次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、この要綱その他のブロック塀の診断・

調査に関する区が行う派遣事業等による耐震診断の対象となったことのあるブロック塀等は、

対象としない。 

（１）渋谷区耐震改修促進計画（令和３年３月改定）に定める通学路、避難路又は緊急輸送道路

に面するものであること。 

（２）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 44 条に抵触する等の法令違反がないものである

こと。 

２  前項の規定にかかわらず、区長が防災上特に必要であると認めたブロック塀等については、

耐震診断の対象とすることができる。 

 

（派遣対象者） 

第６条  コンサルタントの派遣を受けることができる者（以下「派遣対象者」という。）は、耐震

診断対象ブロック塀等を所有する者又は当該所有者から委任を受けて耐震診断対象ブロック塀

等の管理を行う者をとする。 

 



 

（派遣の申請） 

第７条 派遣対象者がコンサルタントの派遣を受けようとする場合は、耐震診断対象ブロック塀

等に係る建築物及び土地の所有者並びに当該建築物の建築年が確認できる書類を添えて区長に

申請しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 前条の規定による申請をした者（以下「申請者」という。）が、次条の規定による派遣の

決定前に申請を取り下げるときは、区長に届け出なければならない。 

 

（派遣の決定） 

第９条  区長は、第７条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、コンサル

タントの派遣の可否を決定するものとし、派遣を決定したときは、その旨を申請者に通知する

ものとする。 

２ 区長は、前項の規定によりコンサルタントを派遣することを決定したときは、適当と認めら

れるコンサルタントを選定し、耐震診断業務の実施を依頼するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により、コンサルタントを派遣しないことを決定したときは、その理

由を付して申請者に通知するものとする。 

 

（派遣の取りやめ等） 

第１０条 前条第１項の規定により、コンサルタントの派遣の決定を受けた者（以下「派遣決定

者」という。）が､耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、区長にその旨を届け

出なければならない。 

２ 区長は、前条第１項の規定による決定の内容に変更が生じたと認めるときは、当該決定の内

容を変更することができるものとし、変更後の内容について派遣決定者に通知するものとする。 

 

（コンサルタントの業務） 

第１１条 コンサルタントは、第９条第２項の規定による依頼（以下「業務実施依頼」という。）

を受けたときには、速やかに派遣決定者に連絡し、日時を定めてブロック塀等の耐震診断を行

う。 

２ コンサルタントは、ブロック塀等耐震診断調査報告書を作成の上派遣決定者に手交し、耐震

診断対象ブロック塀等の安全性及び安全性の確保のための工事等の方法について、派遣決定者

の相談に応じるものとする。 

 

（業務報告） 

第１２条 コンサルタントは、前条第１項の耐震診断終了後、耐震診断の結果を速やかに派遣決

定者に通知するとともに、区長に報告しなければならない。 

２ コンサルタントは、調査の結果、耐震診断対象ブロック塀等に該当しないことが判明した場

合又はこの要綱による耐震診断では建築物の耐震性を判断できない場合は、区長に報告しなけ

ればならない。 

３ 区長は前 2 項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、業務が適切に完了した

と認める場合は、ブロック塀等耐震診断コンサルタント業務費用請求書を徴するものとする。 

（派遣決定の取消し） 

第１３条 区長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、コンサルタン

トの派遣を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な行為によりコンサルタントの派遣の決定を受けたとき。 

（２）法令又はこの要綱に違反したとき。 

（３）第９条第１項の規定による決定をした日から３月を経過した日又は第７条の規定による申

請が行われた年度の２月末日を越えてもコンサルタントがその業務を実施できないとき。 

２ 区長は、前項の規定によりコンサルタントの派遣の決定を取り消したときは、派遣決定者に



通知するものとする。 

 

（業務実施依頼の取消し）  

第１４条  区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、業務実施依頼を取り消すことができ

る。 

（１）第 10条第１項の規定による届出を受け付けたとき。 

（２）前条第１項の規定により、派遣決定を取り消したとき。 

（３）業務実施依頼を受けたコンサルタントが法令又はこの要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定によりコンサルタントの業務実施依頼を取り消したときは、その旨を当

該コンサルタントに通知するものとする。 

 

（ブロック塀等所有者に対する助言） 

第１５条 区長は、第 12 条の規定によりコンサルタントから報告のあったブロック塀等の所有者

に対して、地震に対する安全性の向上が図られるよう、助言をすることができる。 

 

（費用）  

第１６条  コンサルタント業務に係る費用は、１件につき 48,000 円とする。  

２  前項の規定にかかわらず、第 12条第２項の規定による報告を要する場合のコンサルタント業

務に係る費用は、１件につき 20,000 円とする。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱の実施に関し必要な事務手続及び文書の様式は、都市整備部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年 10月１日から施行し、令和３年３月 31日限りその効力を失う。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和５年３月 31日限り、その効力を失う。 

２ この要綱の失効前に第 13条の規定による交付額の決定を受けた助成金については、なおその

効力を有する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


